
確定申告が必要な方（例）
昨年１年間に所得があり、次に該当する方
◆�平成30年分の事業所得や不動産所得などの各種所得金額の合計額が、扶養控除や基礎控除などの各
種所得控除の合計額を超える方
◆�給与を１カ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
◆�給与を２カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得
以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
◆�給与収入が２千万円を超える方

確定申告をすれば税金が戻る方（例）
◆�給与所得者で医療費控除・住宅借入金等特別控除などを受けることができる方
◆�平成30年に中途で退職した後、就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方
◆�公的年金等の収入が400万円以下だが、源泉徴収をされており、医療費控除等の申告をすると、所得
税が戻る方

市民税・県民税の申告が必要な方（例）
今年の１月１日現在、市内に居住し、次に該当する方
◆�給与所得者で会社から市役所へ給与支払報告書が提出されてい
ない方
◆�事業所得者などで所得税及び復興特別所得税がかからない方
◆�給与等の支払いを受けていて、それ以外に20万円以下の所得
がある方
◆�扶養になっている方で、パートや内職などの収入がある方
◆�公的年金などの受給者で、市役所へ公的年金等支払報告書が提
出されていない方
◆�公的年金の収入が400万円以下で、それ以外に20万円以下の
所得がある、もしくは、扶養などの各種控除の申告が必要な方
◆�収入のない方（国民健康保険税や後期高齢者医療制度の保険料
の軽減措置、税関係証明書の発行、各種福祉関係の所得判定等
の基礎資料となりますので必ず申告してください）

市民税・県民税申告書の送付

　昨年度の申告状況などにより
２月５日㊋に発送予定です。
　なお、申告書は市役所市民税
課と本納支所（ほのおか館内）に
用意してあります。
※�すべての方に送付していない
ため、申告が必要な方でも届
かない場合があります。
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